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【メゾンふじのき台自治会規約】 

第１章  総則 

第１条 （名称と事務所） 本会は、メゾンふじのき台自治会と称

し、事務所をメゾンふじのき台団地に置く。 

第２条 （会 員） 本会の会員は、メゾンふじのき台団地居住者と

する。 

第３条 （目 的） 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進に努

め、団地内の各種施設の運営に協力し、良好な生活環

境を維持発展させることを目的とする。 

第４条 （事 業） 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

（１） 団地内における生活環境の維持・改善及び共同生

活の秩序維持に関すること。 

（２） 会員の福利厚生に関すること。 

（３） 会員相互の親睦と文化向上を図るための各種の催

しに関すること。 

（４） 地域連帯の維持に関すること。 

（５） その他、本会の目的達成のために必要と認められる

こと 

第５条 （事業活動の原則） 本会の事業活動は、次に掲げる原

則に基づく。 

（１） 個人の生活を尊重し、これを侵さないこと。 

（２） 本会の目的に反する営利的、宗教的及び政治的な

活動に利用しないこと、又は利用されないこと。 

（３） 外部の各種団体等から本会に対し要請事項があっ

たときは、機関で検討し対処すること。 

第２章  組織 

第６条 （機 関） 本会に次の機関を置く。 

（１） 総会 

（２） 常任委員会 

（３） 事務局 

（４） 専門部 

（５） 班長総会 

（６） 必要に応じて設置する特別委員会 

第７条 （総 会） 総会は、本会の最高決議機関であって各戸１

名の会員をもって構成する。 

２. 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１） 事業計画及び収支予算 

（２） 事業報告、収支決算及び監査報告 

（３） 規約の改正 

（４） 常任委員会が必要と認める事項 

（５） その他重要事項 

第８条 定期総会は、毎年４月に会長が招集し開催する。 

２. 臨時総会は、次に掲げる事由が生じた場合に会長が招集

する。 

（１） 常任委員会が必要と認めた場合 

（２） 総会構成員の１０分の１以上の要請があった場合 

第９条 （総会の運営） 総会は構成員の過半数の出席をもって

成立する。これは委任状も含める。 

２. 総会の議決は、別に定める場合を除き、出席構成員の過

半数をもって決し、可否同数の場合には議長が決定す

る。 

３. 総会の議長及び書記は、出席構成員の中から選出する。 

第１０条 （班長総会）班長総会は、メゾンふじのき台自治会によっ

て、班ごとに選出された班長をもって構成する。 

２. 班長総会は、各班と常任委員会との連絡調整機関であっ

て、各班の日常の意見や要望を常任委員会に反映すると

ともに、自治会活動に積極的に協力することを旨とする。 

第３章  執行機関 

第１１条 （役 員） 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会長  １ 名 

（２） 副会長 若干名 

（３） 事務局長 １ 名 

（４） 事務局次長 若干名 

（５） 専門部役員 必要相当数 

（６） 会計監査 ２ 名 

第１２条 （常任委員会） 常任委員会は、本会の執行機関であっ

て次に掲げる任務を行う。 

（１） 総会において議決された事項の執行 

（２） 事業計画・収支予算及びその他の議案の作成 

（３） 専門部及び事務局の活動計画の決定並びに管理 

（４） 規約の執行に必要な細則の策定及び改廃 

（５） 関係諸官庁、会社及び他団体との交渉並びに連絡 

（６） 第１１条に定める役員の選任 

（７） その他、本会の運営上必要と認められる事項の実

施 

２. 常任委員会の構成は第１１条に定める常任委員（会計監

査を除く）をもって構成する。 

第１３条 （常任委員会の運営） 常任委員会は、毎月１回の定期

会合のほか、次の場合に会長が招集する。 

（１） 会長が必要と認めたとき 

（２） 常任委員の３分の１以上の要求があったとき 

２. 常任委員会の定足数は、構成委員の過半数とする。 

３. 常任委員会の議決は、出席常任委員の過半数をもって

決する。但し、細則の策定又は改廃は常任委員の３分の

２以上の賛成を得なければならない。 

４. 常任委員会の議長は、会長が務める。会長が不在等のと

きは、副会長又は会長の指名するものが代行する。 

第１４条 常任委員は別に定める常任委員選出細則に基づいて選 

出する。 

第１５条 （役員の任期、役員の解任） 役員の任期は、定期総会

から次の定期総会までの期間とする。但し再任を妨げな

い。 

２. 常任委員会において３分の２以上の常任委員の決議によ

り常任委員を解任することができる。 

第１６条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

２. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務

を代行する。 

３. 事務局長は、日常の事務を処理するとともに、会長及び

副会長を補佐する。 

４. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あると

きは、その職務を代行する。 
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５. 専門部役員は各専門部の企画を分担し、常任委員会の

決定に従って執行する。 

６. 会長は、必要に応じ顧問を若干名委嘱することができる。 

第１７条 （事務局） 本会の日常の事務を処理するために、事務局

を置く。 

２. 事務局は、各機関の連絡調整業務及び専門部会が担当

しないその他の業務を行う。 

第１８条 （専門部会） 専門部の業務は、別に定める専門部細則

による。 

第４章  会計 

第１９条 （会計年度） 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年

３月３１日までとする。 

第２０条 （経 費） 本会の経費は、会費、寄付金、業務受託費及

びその他の収入をもって当てる 

第２１条 （会 費） 会員は会費を支払わなければならない。 

第２２条 （会計帳簿） 本会に、会計及び資産を明らかにするた

め、会計元帳、関係補助簿、備品台帳を備え、事務局が

管理する。 

第２３条 （会計監査） 会計監査は毎年度末に会計及び資産状況

について監査し、その結果を総会に報告し、承認を得なけ

ればならない。 

第５章  規約の改正 

第２４条 本規約の改正は、総会において出席構成員の３分の２以

上の賛成を得なければならない。 

第６章  付則 

第１条 （細則の策定） 本会の運営上必要ある場合には、常任

委員会の議決によって細則を定めることができる。但し、

定められた細則及び諸規程は、速やかに全会員に周知し

なければならない。 

第２条 （施行期日） この規約は平成元年７月１０日から施行す

る。 

２. 平成２年５月２７日一部改正する。 

３. 平成３年５月２６日一部改正する。 

４. 平成５年５月１６日一部改正する。 

５. 平成１３年２月３日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会会計細則》 

第１条 本細則は、自治会規約付則第１条に基づいて定める。 

第２条 自治会費を月額２５０円とし、班長が集金する。 

第３条 集金の時期に在住する会員から１年分をまとめて徴収す

る。集金後転居などで自治会を退会した場合で、本人が

前払いした分の返還を求めた場合は退会の日の翌月以

降の分を返還する。また、新規転入者が入会を希望され

た場合は、入会の翌月から月割りで会費を徴収する。 

第４条 自治会活動によって生じる事業収入等全ての収入は、自

治会会計に繰り入れなければならない。但し、常任委員

会が認めたときは、特別会計とする。 

第５条 自治会下部組織【子ども会】へ年度途中から参加する場

合の自治会費納入については、参加月の翌月からの残月

数を全額支払う事とする。 

尚、退会に関しては自治会規約に準ずる。 

第６条 本細則は平成元年７月１０日から施行する。 

（１） 平成３年４月１日一部改正する。  

（２） 平成６年４月１１日一部改正する。 

（３） 平成１３年６月９日一部改正する。 

（４） 平成１３年７月７日一部改正する。 

（５） 平成２７年２月１日一部改定する。 

（６） 令和４年４月２４日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会専門部細則》 

第１条 本細則は、自治会規約付則第１条に基づいて定める。 

第２条 本会の専門部の名称及び業務内容は、次の通りとする 

生活環境部 

環境美化を推進する活動や体育活動を通じて地域住民

の交流を図り、健康で住みよい町づくりを目指す業務 

防災防犯部 

安全で安心して暮らせる環境づくりを目指し、災害対策や

防犯対策を推進する業務 

文化部 

文化行事を通して、地域住民との交流を図る業務 

第３条 本細則は平成元年７月１０日から施行する。 

（１） 平成２年５月２７日一部改正する。 

（２） 平成３年４月１日一部改正する。 

（３） 平成１８年３月１１日一部改正する。 

（４） 平成２６年４月１日一部改正する。 

（５） 平成３１年４月１４日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会班長選出細則》 

第１条 本細則は、自治会規約付則第１条に基づいて定める。 

第２条 班長は常任委員選出細則に定める班の会員の中から選

出する。 

第３条 班長の任期は、４月から翌年３月までとし、１年ごとに選出

する。 

第４条 本細則は平成２年４月１日から施行する。 

（１） 平成３年４月１日一部改正する。 

（２） 平成４年４月１８日一部改正する。 

（３） 令和４年４月２４日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会常任委員選出細則》 

第１条 本細則は、自治会規約付則第１条に基づいて定める 

第２条 常任委員 

１. 常任委員は原則として次に定める常任委員選出区分によ

って各棟から１名以上選出する。但し、必要に応じて、選

出区分によらないで、推薦によって選出することができる。 

２. 選出に当たっては、会員自ら申し出を行うか、あるいは会

員の互選による。 

第３条 本細則は平成２年４月１日より施行する。 

（１） 平成３年４月１日一部改正する。 

（２） 平成４年４月１８日一部改正する。 

（３） 平成３１年４月１４日一部改正する。 
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（４） ２０２０年３月１４日 常任委員選出区分を改定する 

 

常任委員選出区分 

号棟 戸数 定数 班数 

１号棟 ５６ １名以上 １班以上 

２号棟 ５６ １名以上 １班以上 

３号棟 ２６ １名以上 １班以上 

４号棟 ５９ １名以上 １班以上 

５号棟 ２０ １名以上 １班以上 

６号棟 ２０ １名以上 １班以上 

７号棟 １０５ １名以上 １班以上 

８号棟 ２７ １名以上 １班以上 

９号棟 ８７ １名以上 １班以上 

１０号棟 ３０ １名以上 １班以上 

１１号棟 ２５ １名以上 １班以上 

１２号棟 ３９ １名以上 １班以上 

１３号棟 １８ １名以上 １班以上 

１４号棟 ２８ １名以上 １班以上 

１５号棟 ３０ １名以上 １班以上 

計 ６２６ １５名以上 １５班以上 

《メゾンふじのき台自治会助成金支出細則》 

第１条 （親睦団体） 親睦団体（以下団体という）はメゾンふじの

き台自治会員を以て構成する。 

（１） 団体は高齢者、成人、青少年などによって組織す

る。 

（２） 団体はお互いに教養を高めあい親睦と健康をますこ

とを目的とする。 

第２条 団体の趣旨が自治会規約に掲げている目的に合致し、団

体が次の要件に該当するときは自治会会計から助成金を

支出することができる。 

（１） 会員が１０人以上であること 

（２） 毎月１回以上の例会又は活動を行っていること 

第３条 団体は自主的に運営し、自治会の協力を得ることができ

る。 

第４条 助成金の額は次のとおりとする。 

（１） 団体が結成されたとき・活動準備金１万円 

（２） 例会又は活動のために使用した集会所の使用料の

一部 

（３） 団体の年間活動費の一部・相当額 

第５条 第４条（３）については、自治会会計の収支及び団体の規

模又は活動内容を考慮し常任委員会で合議の上決定す

る。 

第６条 助成金を受けようとする団体は、自治会に対し、会員名簿

及び活動の予定など参考になる資料を添えて申請する。 

第７条 助成金を受けとった団体は、自治会に対し、年度ごとに収

支決算を報告しなければならない。 

第８条 （サ－クル） サ－クルは目的や趣味を同じくするメゾンふ

じのき台自治会会員を以て構成する。 

（１） 会員が５人以上であること 

（２） 毎月１回以上の例会又は活動を行っていること 

（３） 会員は広く公募すること 

第９条 自主的に運営し、自治会の協力を得ることができる 

第１０条 助成金の額は次のとおりとする。 

（１） 例会又は活動のために使用した集会所の使用料の

一部 

第１１条 助成金を受けようとするサ－クルは自治会に対し、会員名

簿及び活動の予定など参考になる資料を添えて申請す

る。 

第１２条 本細則は平成３年４月１日から施行する。 

（１） 平成３年９月２８日一部改正する。 

（２） 平成１８年３月１１日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会防災会細則》 

第１条 この会はメゾンふじのき台自治会に防災会（以下、本会と

いう）を置く。 

第２条 大規模地震等による災害が発生し又は発生するおそれが

あるときは、会員相互の自主的な防災活動によって、住

民の生命、身体及び財産を災害から守りまたは被害の軽

減を図ることを目的とする。 

第３条 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（１） 地震等の災害の実態を知るための学習をし、災害を

防止し又は被害を軽減する手段、方法について周

知徹底を図る 

（２） 災害が発生したときにおける情報の収集とその伝

達、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水

などの手段、方法について訓練などを行う。 

（３） 必要に応じて防災のための資材、用具及び機器など

を備え付ける。 

（４） その他本会の目的を達成するために必要な活動。 

２. 会員及びその家族でこの活動に参加できるものは、消火 

部、救出救護部、避難誘導部及び給食給水部のいずれ

かの部に所属するものとする。 

第４条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会長  １名 

（２） 副会長 １名 

（３） 幹事  若干名 

（４） 常任委員 必要相当数 

２. 役員は次のとおり選出する。 

（１） 会長には自治会長が、副会長には防災防犯部長が

就任する。 

（２） 幹事は会長が委嘱する。 

（３） 常任委員は自治会の常任委員が兼任する。 

３. 役員の任期は、自治会役員と同期間とする。 

第５条 会長は、本会を代表して会務をまとめ、地震等の災害が

発生したときは必要な指揮命令を行う。 

２. 副会長は、会長を補佐し、会長が任務を行うことができな

いときは、その任務を代行する。 

３. 幹事は会務の運営に当たる。 

４. 常任委員は、班長に対する連絡、情報の収集とその伝達

及び調整を行う。 

５. 班長は班を代表し、必要な活動を行う。 

第６条 会長、副会長及び幹事は次の事項を行う。 

（１） 防災計画案及び活動計画案の作成。但し、自治会

の総会議案をこれに代えることができる。 

（２） 防災計画及び活動計画の実施 

第７条 本会に防災会議を置く。 
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第８条 防災会議は、役員全員で構成する。 

２. 防災会議は、必要に応じて会長が招集し、開催する。 

３. 防災会議は、次の事項を審議する。 

（１） 防災計画及び活動計画 

（２） 防災会議が必要と認めた事項 

４. 防災会議で決定した事項は、速やかに会員に報告しなけ

ればならない。 

（付 則） 

第１条 本会は、メゾンふじのき台自治会規約第６条６号に基づき

設置する。 

第２条 第４条１項（３）の幹事については、当分の間自治会の副

会長、事務局長、事務局次長が兼任する。 

第３条 本細則は平成２年９月１日から施行する。 

（１） 平成４年４月１８日一部改正する。 

（２） 平成２６年４月１日一部改正する。 

（３） 平成３１年４月１４日一部改正する。 

（４） ２０２０年３月１４日一部改正する。 

《 メゾンふじのき台自治会慶弔細則》  

第１条 メゾンふじのき台自治会の会員又は同居の親族（以下会

員等という）に、この細則に定める慶弔があったときは、自

治会を代表して慶弔金を贈ることができる。 

第２条 （お祝金） 常任委員会は満７０歳以上の会員等に対しお

祝金や記念品等相当と認める内容を検討し、長寿を祝福

することができる。 

第３条 （見舞金） 会員等が、火災その他不慮の災害に遭ったと

きは、見舞金又は見舞品を贈ることができる。 

第４条 （弔慰金） 会員等にご不幸があったときは、弔慰金又は

これに相当する献花、供物を供え弔意を表することができ

る。 

第５条 （その他の慶弔） この細則によることができない慶弔等

で、常任委員会が相当と認めるときは、慶弔金等を贈るこ

とができる。 

第６条 慶弔金の額は、別表のとおりとする。 

（別 表） 

慶弔金の別 金 額 

お祝金（第２条） 金５千円以下 

見舞金（第３条） 常任委員会が相当と認めた額 

弔慰金（第４条） 金５千円以下 

その他の慶弔（第５条） 常任委員会が相当と認めた額 

（附 則） 

第１条 この細則は、平成２年１２月１日から施行する。 

第２条 第２条の内容を変更追加し、平成１２年９月２日から施行

する。 

第３条 平成１８年４月１６日一部改正する。 

第４条 平成２５年８月１０日一部改正する。 

《メゾンふじのき台自治会経費支払細則》 

第１条 本細則は、自治会規約付則第１条に基づいて定める 

第２条 自治会活動で発生する下記の経費について支払を実施

する。 

（１） 通信費：自治会職務を行うにあたり発生する電話・フ

ァックス等の費用を支払う。支払金額については常

任委員会で決定する。支払金額については定期総

会で報告を行う。 

（２） 行動費：会長・副会長・事務局から依頼を受けた行

事に参加した場合に限り下記の費用を支払う 

1. 会議、イベント参加 １,０００円／回 

2. 宿泊参  ５,０００円／回 

（３） 交通費：会長・副会長・事務局から依頼を受けた行

事に参加した場合の交通費は公共交通機関による

実費を請求できる。 

（４） 渉外費 

1. 各種行事祝い金 ５,０００円 

2. 各種行事会費 会費金額 

（５） 会議費 

1. 常任委員会 一会議一人３００円 

2. その他会議費 一会議一人３００円 

（６） 付則  

     原則として、経費行動請求書による自己申告とす 

     る。 

第３条 本細則は平成１２年４月２日から施行する。 

【要援護者名簿管理規定】 

第１条 （目的） 要援護者名簿（以下、名簿）は、震災時及び震

災に備えるための訓練において要援護者を特定するため

に作成される。 

第２条 （作成者・管理者） この名簿の作成・管理は、メゾンふじ

のき台自治会が行う。 

第３条 （個人情報の取扱） この名簿に記載の内容は、個人を識

別することができる情報（個人情報）であり、個人情報保

護法の趣旨に沿って厳格に管理される必要がある。 

第４条 （名簿記録内容） 

（１） 要援護者本人の情報 

号棟・部屋番号・氏名・年齢・電話番号・届出日・要

支援者たる理由 

（２） 緊急連絡先の情報 

その氏名・続柄・電話番号 

（３） その他 

必要に応じて備考を記録する。 

第５条 （名簿の作成） 平成２２年度メゾンふじのき台自治会にて

作成された名簿を原簿として作成される。 

第６条 （名簿の改訂） 

（１） 年１回以上、記録内容の見直し（改訂）を行う。 

時期は防災訓練前を推奨。 

（２） 名簿の改訂については、常任委員からの連絡、及び

民生委員が保有する情報を相互につき合わせ改訂

を行う。 

（３） 改訂の窓口は防災防犯部長とし、防災防犯部長が

名簿の改訂を実施し、会長へ報告する。 

第７条 （名簿の開示範囲） 名簿の漏洩を防ぐため、開示の範囲

は限定的とする。但し、実際の援護に支障がでないよう留

意し開示範囲を定めることとする。また、開示にあたっては

記録された要援護者の承諾を得ることを前提とする。 

（１） 全名簿の開示範囲 

以下の者に限定し、全要援護者名簿を開示する。 
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1. 自治会 会長 

2. 自治会 副会長 

3. 自治会防災防犯部 部長 

4. 自治会防災防犯部 部員 

5. 事務局長 

6. 民生委員（但し、自治会顧問又は役員を兼

務する等、自治会会長が承認した者に限る） 

（２） 一部名簿の開示範囲 

以下の者については、担当号棟の要援護者名簿の

みを開示する。 

1. 常任委員 

第８条 （名簿の取扱） 名簿の開示を受けた者は、その名簿の取

扱について十分な注意を払い管理をする義務が生ずるこ

とから名簿の取扱について、次のように定める。 

（１） 第７条（２）に該当する者に対しての名簿の開示方法

は、書面での開示に限るものとする。 

（２） 常任委員は、その職務が終了した段階で、速やかに

名簿を次期担当常任委員に引継ぐ。 

（３） 名簿が改訂され、配布された時点で、現名簿は、裁

断又は焼却により処分する。また、開示済名簿が全

て処分されたことを確認する。 

第９条 （本規定の改廃） 本規定の改廃については、常任委員

会の承認を得るものとし、常任委員会議議事録に記載す

る。 

第１０条 （制 定） 

（１） 平成２３年１０月８日 

（２） 平成２６年４月１日一部改正する。 

（３） 平成２８年３月１２日一部改正する。 

（４） 平成２９年１月１４日一部改正する。 

（５） 平成３１年４月１４日一部改正する。 

（６） 令和４年４月２４日一部改正する。 

【メゾンふじのき台 子ども会 会則】 

第１条 （目的及び名称） メゾンふじのき台自治会は、自治会全

体で子どもの健全な育成を目指すことを目的とし、自治会

内に子ども会を設置し、その名称をメゾンふじのき台子ども

会とする。 

第２条 （会員） 本会の会員は、メゾンふじのき台自治会に加入し

ている世帯の小学生及びその保護者を会員とする。 

第３条 （役員） 本会は次の役員を置く。 

（１） 会長１名、副会長１名、書記２名、会計２名 

（２） 役員は、保護者である会員から選出する。 

（３） 役員の選出は、５年生及び４年生の保護者の中から

選出することを基本とする。 

（４） 役員の任期は、総会から次年度総会までとし、再任

を妨げない。 

（５） 尚、メゾンふじのき台自治会副会長（１名）が子ども

会担当となり、子ども会との窓口となる。 

第４条 （役員の任務） 

（１） 会長は、本会を代表する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えがあると

きは会長の代理をする。 

（３） 書記は、庶務的な事務を処理する。 

（４） 会計は、会計事務を処理する。 

第５条 （役員会） 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

尚、メゾンふじのき台自治会に以下のことを提案する。 

（１） 行事報告及び決算報告 

（２） 行事計画及び予算 

（３） 規約の改廃 

（４） その他重要な事項 

第６条 （会計） 本会の経費は、メゾンふじのき台自治会会費を

もってこれに充てる。 

第７条 （会計年度） 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年

３月３１日までとする。 

第８条 （細則） 役員会は、本会の運営及び事務処理などについ

て、細則を定めることが出来る。 

細則を定めたときは、次のメゾンふじのき台定期総会に報

告しなければならない。 

第９条 （付則） 

（１） この会則は、平成１０年７月１８日から実施する。 

（２） 初年度は、第７条の規定に拘らず、この会則実施の

日から平成１１年度３月３１日までとする。 

第１０条 （制 定） 

（１） 平成１６年７月２５日 一部改正 

（２） 平成３１年４月１日 一部改正 


